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1基本方針策定にあたっての要望（技術開発）

音声認識等の技術開発は「車の両輪」として、
並行して進めることが適当

聴覚障害者の多様なニーズへの対応・通訳業務の効率化をはかるべく、
音声認識技術やAIなどの最新技術を活用した遠隔コミュニケーション等の

技術開発を推進する旨を基本方針に明記いただきたい

様々なサービスの中から、
自ら適したサービスを選択することが重要

出典：公共インフラとしての電話リレーサービスの実現に向けて ～電話リレーサービスに係るワーキンググループ 報告～ P.30（令和元年12月）



2基本方針策定にあたっての要望（周知広報）

出典：公共インフラとしての電話リレーサービスの実現に向けて ～電話リレーサービスに係るワーキンググループ 報告～ P.30（令和元年12月）

国は、教育活動、広報活動等を通じて、
国民の理解を深め、協力を求めるよう努める

国の責務として周知広報を率先して実施いただくべく、
電話リレーサービスの認知度向上に向けた取り組みを具体化し、基本方針に明記いただきたい

認知度調査の実施・公表を通じて、広く国民に周知し、
電話リレーサービスの普及につなげることが重要

出典：聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律

【特に周知をお願いしたい事項】

• 電話リレーサービス制度の必要性

• 電話リレーサービス交付金制度設立の背景・経緯

• 電話リレーサービスのサービス内容・利用料金の負担等

• 提供業務の効率性向上・コスト適正化の取り組み



3基本方針策定にあたっての要望（その他）

電話リレーサービスの詳細な提供条件・提供開始日等については、
電気通信事業者の対応可否状況・見通しを十分確認の上決定いただきたい

出典：ヒアリング要領 別添「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針」について（令和2年8月25日）

基本方針にて確定されるため、現時点で詳細不明
▼

条件確定後、サービス開始までの準備期間不足を懸念
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